（別紙１）
補助事業計画書
＜応募者の概要＞
	（フリガナ）
名称（商号又は屋号）
	


	代表者職・氏名
	

	住所
	（〒　　－　　　）


	電話番号
	

	自社ホームページのＵＲＬ
（ホームページが無い場合は「なし」と記載）
	


	主たる業種

	【以下のいずれか一つを選択してください】
1 （　　　）製造業、建設業、運輸業、その他の業種（②～④を除く）
2 （　　　）卸売業
3 （　　　）サービス業
4 （　　　）小売業

	業種
(日本標準産業分類)
※該当する業種に○
	A ：農業・林業  B :漁業  C ：鉱業・採石業・砂利採取業  D :建設業  E :製造業
F :電気・ガス・熱供給・水道業  G :情報通信業  H :運輸業・郵便業  I :卸売業・小売業
J :金融業・保険業  K :不動産業・物品賃貸業  L :学術研究・専門・技術サービス業
M :宿泊業・飲食サービス業  N ：生活関連サービス業・娯楽業  O :教育・学習支援業
P :医療・福祉  Q ：複合サービス事業  R ：サービス業（他に分類されないもの）
S ：公務（他に分類されるものを除く） T ：分類不能の産業 


	常時使用する
従業員数
	人
	＊常時使用する従業員がいなければ、「１人」と記入すること。

	資本金額
（会社以外は記載不要）
	万円
	設立年月日※1
	年　　月　　日

	直近１期（１年間）
の売上高（円）※2
	円
決算期間１年未満の場合：　か月
	直近１期（１年間）の
売上総利益（円）※3
	円
決算期間１年未満の場合：　か月

	消費税の適用
（該当するものに○）
	課税事業者　／　免税事業者　／　簡易課税事業者　　　　　　

	連絡担当者
	（フリガナ）
氏名
	

	役職
	

	
	電話番号
	
	携帯電話番号
	

	
	FAX番号
	
	E-mailアドレス
	

	
支援機関
※4
	支援機関名
	
	担当者名
	

	
	電話番号
	
	携帯電話番号
(なければ空欄にしておく)
	

	
	FAX番号
	
	E-mailアドレス
	


＜確認事項＞
	＜法人のみが対象＞

	
	みなし大企業の該当の有無
（「発行済株式の２分の１以上が同一の大規模法人に所有されている」または「発行済株式の３分の２以上が複数の大規模法人に所有されている」場合は該当する）
	□該当する
（該当する場合は応募できない）
	□該当しない


	＜全ての事業者が対象＞
過去３年のうち課税所得額は15億円超の年がある。
（課税所得が15億円超の年がある場合は、過去３年分の課税所得額を記載すること。）※
※確定している（申告済みの）直近過去３年分の「各年」又は「各事業年度」
の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合、応募できない。
確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあ
る。
	□該当する
（過去3年間の課税所得額を記載すること）
	□該当しない
（いずれも15億円以下）

	
	（前年）　　　億円
	

	
	（2年前）　　　億円
	

	
	（3年前）　　　億円
	

	＜全ての事業者が対象＞
「パートナーシップ構築宣言」をしているか否か、いずれかを選択。※
※パートナーシップ構築宣言とは、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から「代表権のある者の名前」で宣言するもの。

	

□宣言をしている



	

□宣言をしていない




	＜全ての事業者が対象＞
「事業継続力強化計画」の認定事業者か否か、いずれかを　　選択。※
※事業継続力強化計画とは、中小企業強靱化法において、防災・減災に取り組む中小企業がその取組内容をとりまとめた計画で、国（経済産業大臣）が認定するもの。（申請時に、実施期間内のものに限る。）

	□認定されている




	□認定されていない





	＜全ての事業者が対象＞
「健康経営優良法人」の2025認定又は2026申請済事業者か否か、いずれかを選択。※
※健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度。

	□2025に認定済
□2026に申請済



	□該当していない





	＜全ての事業者が対象＞
「徳島県がん検診受診促進事業所」の登録事業者か否か、
いずれかを選択。※
※県とともにがん検診に係る啓発活動に取り組む店舗、事業所、団体等を「徳島県がん検診受診促進事業所」として募集、登録し、「がん検診」の受診率向上を目指します。
	□登録されている
	□登録されていない

	＜全ての事業者が対象＞
徳島県の実施した次の補助事業に採択されているか否か、
いずれかを選択。※
※
□　企業変革力投資促進事業(R5.6月＋9月補正)
□　生産性革命投資促進事業(R5.11月補正)
□　賃上げ応援！生産性向上投資促進事業(R6.9月補正)
□　賃上げ環境整備促進事業(R6.2月＋R7.6月補正)
	□採択されている
※採択された補助事業を右のチェックリストから選択すること(複数の場合は全て選択)

	□採択されていない








【注意事項】
※１　「設立年月日」は、創業後に組織変更（例：個人事業者から株式会社化、有限会社から株式会社化）された場合は、現在
の組織体の設立年月日（例：個人事業者から株式会社化した場合は、株式会社としての設立年月日）を記載すること。
※２　「直近１期（１年間）の売上高」は、以下の記載金額を転記すること。
　　　　・法人の場合：　「損益計算書」の「売上高」（決算額）欄の金額
　　　　・個人事業者の場合：　「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「収入金額等」の「事業収入」欄、
または「収支内訳書・１面」の「収入金額」の「①売上（収入）金額」欄、
もしくは「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「①売上（収入）金額」欄の金額
※３　「直近１期（１年間）の売上総利益」は、以下の記載金額を転記すること。
　　　　・法人の場合：「損益計算書」の「売上総利益」（決算額）欄の金額
　　　　・個人事業者の場合：「収支内訳書・１面」の「⑩差引金額」欄または「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「⑦差引金額」欄の金額
　　　＜注（※２、※３共通）＞
・設立から間がなく、一度も決算期を迎えていない場合は、「売上高」・「売上総利益」欄は、設立から申請日までの
実績額を記載すること。また、「決算期間（月数）」欄は、設立から申請日までの期間を記入すること。
（例えば、個人から法人成りした後、１年に満たない場合も、法人としての決算期間で記載すること。）
※４　　補助金事務局からの書類の送付や必要書類の提出依頼等の電話・メール連絡は、原則として、「支援機関の担当者」宛てに行うため、必ず、商工団体等の支援機関を通じて申請を行うこと。また、「連絡担当者」については、補助金の申請内容や実績報告時の提出書類の内容について、責任をもって説明できる者を記載すること。電話番号又は携帯電話番号及びE-mailアドレスは必ず記入し、FAX番号も極力記入すること。

＜補助対象事業の概要＞
	事業計画名
	


	事業計画の概要
	



	設備の導入等を行う物件
	事業所名
	


	
	所在地
	


	事業期間

	着手（発注）予定時期
	令和 　　年　 　月　 　日

	
	完了（支払）予定時期
	令和 　　年　 　月　 　日
※完了(支払)予定時期に間に合わない場合、「補助事業遅延等報告書」の　提出が必要となるため、余裕を持った時期とすること。

	行おうとする事業の具体的な内容
	補助事業の内容（導入しようとする設備等）について、下記の項目に従って具体的に記載すること。

	
	１．自社の課題・解決の方向性







２．補助事業の内容













３．実施スケジュール







	期待される効果

	補助事業の実施によって得られる生産性向上や収益力改善等の効果（生産量や売上高の増加見込等）、従業員の賃金への波及効果を、定量的な表現（数値等）を用いて具体的に記載すること。
必要に応じて図表や写真等を用いても良い。

	
	























	他の補助金の活用の有無
（該当する方にチェック）
	· 有り（補助金の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
· 無し


※その他附属書類（申請にあたって必要な書類）
（１）設備の導入等を行う物件の図面（全体配置図、導入設備据付図等）
（２）設備の導入等を行う物件の現況写真
（３）見積書の写し（１件あたり１０万円（税抜）超を要するものについては、２社以上）
（４）導入設備等の設計書及び仕様書、カタログ等
（５）県税（特別法人事業税及び地方法人特別税を含む）すべてに未納がないことの証明書
（６）振込先の通帳の表紙と表紙裏の見開きの写し（※カタカナでの名義・口座番号等が記載されている部分の写し）
（７）決算書　
【法人の場合】
・貸借対照表及び損益計算書（直近１期分）
【個人事業主の場合】
・税務署収受日付印のある直近の確定申告書〔（第一表、第二表）、収支内訳書（１・２面）または
所得税青色申告決算書（１～４面）〕または開業届
（８）（※該当事業者のみ）「パートナーシップ構築宣言」の宣言、「事業継続力強化計画」の認定、「健康経営優良法人2025」の
　　認定、「健康経営優良法人2026」の申請済であることが分かるもの、「徳島県がん検診受診促進事業所」の登録（認定証や登録証、ホームページの写しなど）
